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第1章 緑の基本計画について 
 

１．改訂の背景 

 

我が国では、人口減少・超高齢化・財政基盤の低下・地球環境問題への対応など社会情勢

が大きく変化しており、本市においては、これらの変化に対応していくために、平成 28 年

度に第６次瀬戸市総合計画（H29.3）、平成 29 年度に瀬戸市都市計画マスタープラン（H29.7）

を策定しました。 

こうした中、緑を取り巻く環境も変化を見せており、平成 27 年 4 月には都市農業振興基

本法の制定、平成 29 年 6 月には都市緑地法等の一部改正などが行われています。また、こ

れらの法制定・法改正を受けて、県内の緑の基本計画の策定の指針となる愛知県広域緑地計

画が平成 30 年度に改訂されています。 

そこで、本市は、これらの上位関連計画と整合・連携しながら、社会情勢の変化に対応し

た緑地の保全及び緑化の推進を図っていくために、「瀬戸市緑の基本計画」を改訂すること

としました。本計画は、都市緑地法第４条※に規定される計画であり、緑地の保全及び緑化

の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実行していくため、その将来像・目標・施策など

を定めます。   
 

 

 

２．緑の基本計画の位置づけ 

 

本計画は、愛知県広域緑地計画や第６次瀬戸市総合計画のほか、関連計画との整合性に配

慮して定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都市緑地法 第４条（緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画） 

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計

画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の

保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができる。 

適合 
調和 

瀬戸市 

緑の基本計画 

【関連計画】 

第２次瀬戸市環境基本計画 

瀬戸市景観計画 等 

第６次瀬戸市総合計画 

名古屋都市計画区域 

マスタープラン 

愛知県広域緑地計画 

瀬戸市公共施設等総合管理計画 

瀬戸市都市計画 

マスタープラン 

整合 
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３．改訂までの流れ  
瀬戸市緑の基本計画は、以下のフローに従って検討を進め、令和 2年 3月（2020 年 3 月）

に改訂しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．対象区域と目標年次  
本計画の対象区域は、本市全域とします。 

目標年次は、計画策定から 10 年後にあたる令和 11 年度（2029 年）とします。 

   関連計画の整理 

 現況調査 

 市民アンケート調査 

分析・評価 
 課題整理 

基

礎

調

査 
 施策の検討 

 （緑地保全） 

 （緑化推進） 

 （管理・活用） 

パブリックコメント 着眼点：公園の適正配置 
    公園管理の手法 瀬戸市都市計画マスタープラン 

瀬戸市公共施設等総合管理計画  第 １ 回 検 討 委 員 会 

第 ２ 回 検 討 委 員 会 

計画書最終案のとりまとめ 

 緑地保全、緑化の目標設定 

 緑に関する方針の検討 

計画書の公表 第 ３ 回 検 討 委 員 会 

計画の決定 第 ４ 回 検 討 委 員 会 

第６次瀬戸市総合計画 
せと夢・まち未来輪談会 
市民意向調査 など 

第１回庁内検討委員会 

第２回庁内検討委員会 

第３回庁内検討委員会 

庁内検討委員会への意見聴収 

平 

成 

30 

年 

度 

令 

和 
元 

年 

度 

計

画

立

案 

職員向けアンケート 

計画書素案（パブコメ案）の作成 整合・連携 


